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条
例
の
あ
ら
ま
し

○
　
山
梨
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
条
例
（
条
例
第
八
十
九
号
）（
国
保
援
護
課
）

１
　
国
民
健
康
保
険
法
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
山
梨
県
調
整
交
付
金
の
交
付
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を

定
め
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
調
整
交
付
金
の
種
類
は
、
普
通
調
整
交
付
金
及
び
特
別
調
整
交
付
金
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

３
　
普
通
調
整
交
付
金
及
び
特
別
調
整
交
付
金
は
、
市
町
村
が
行
う
国
民
健
康
保
険
の
財
政
を
調
整
す
　

る
た
め
交
付
す
る
こ
と
と
し
た
。

４
　
調
整
交
付
金
の
総
額

（一）

普
通
調
整
交
付
金
　
調
整
交
付
金
の
総
額
の
七
分
の
六
（
平
成
十
七
年
度
分
に
つ
い
て
は
五
分

の
四
）

（二）

特
別
調
整
交
付
金
　
調
整
交
付
金
の
総
額
の
七
分
の
一
（
平
成
十
七
年
度
分
に
つ
い
て
は
五
分

の
一
）

（三）

普
通
調
整
交
付
金
と
特
別
調
整
交
付
金
と
の
相
互
の
流
用
は
可
能
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

５
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
七
年
度
分
の
調
整
交
付
金
か
ら
適
用
す
る
こ
と

と
し
た
。

○
　
長
期
継
続
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
契
約
を
定
め
る
条
例
（
条
例
第
九
十
号
）
（
出
納
局

会
計
課
）

１
　
翌
年
度
以
降
に
わ
た
り
物
品
を
借
り
入
れ
、
又
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契
約
で
、
地
方
自
治
法

施
行
令
の
規
定
に
基
づ
き
条
例
で
定
め
る
長
期
継
続
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

（一）

印
刷
機
、
複
写
機
、
電
子
計
算
機
及
び
そ
の
関
連
装
置
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
そ
の
他
の
物
品

を
借
り
入
れ
る
契
約
で
、
翌
年
度
以
降
に
わ
た
り
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
商
慣
習
と
な
っ
て
い

る
も
の

（二）

清
掃
、
建
物
及
び
そ
の
付
属
設
備
の
維
持
管
理
、
廃
棄
物
の
処
理
、
警
備
そ
の
他
の
役
務
の
提

供
を
受
け
る
契
約
で
、
年
間
を
通
じ
て
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
を
要
す
る
も
の

２
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
九
十
一
号
）

（
市
町
村
課
）

１
　
次
の
市
町
村
合
併
に
か
ん
が
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
の
合
併
ご
と
に
掲
げ
る
法
律
に
お
け
る
知

事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
新
た
に
設
置
さ
れ
る
市
に
お
い
て
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
等
の

た
め
、
必
要
な
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（一）

甲
州
市
の
設
置
　
　
　

a

土
地
改
良
法

s

建
築
基
準
法

d

水
道
法

（二）

中
央
市
の
設
置

a

建
築
基
準
法

s

母
子
保
健
法

（三）

上
九
一
色
村
の
甲
府
市
及
び
富
士
河
口
湖
町
へ
の
編
入

a

児
童
福
祉
法

s

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法

２
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
１
（二）
に
つ
い

て
は
平
成
十
八
年
二
月
二
十
日
か
ら
、
１
（三）
に
つ
い
て
は
同
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
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た
。

○
　
山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
　

す
る
条
例
（
条
例
第
九
十
二
号
）（
職
員
厚
生
課
）

１
　
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
の
制
定
に
伴
い
、
休
業
補
償
を
行
わ
な
い
場
合
　

の
規
定
中
「
監
獄
」
を
「
刑
事
施
設
」
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
　

と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
九
十
三
号
）
（
警
察
本
部
会
　

計
課
）

１
　
警
備
業
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（一）

次
の
手
数
料
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

a

現
任
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
手
数
料
　
五
千
円
　

s

警
備
員
検
定
手
数
料
（
重
要
施
設
警
備
）

一
万
六
千
円

d

警
備
員
検
定
手
数
料
（
重
要
交
通
誘
導
警
備
）

一
万
四
千
円

f

警
備
員
検
定
手
数
料
（
大
規
模
雑
踏
警
備
）

一
万
三
千
円

g

警
備
員
検
定
手
数
料
（
重
要
物
品
運
搬
警
備
）

一
万
六
千
円

h

検
定
合
格
証
明
書
交
付
手
数
料
　
一
万
円

j

検
定
合
格
証
証
明
書
換
え
交
付
手
数
料
　
二
千
二
百
円

k

検
定
合
格
証
明
書
再
交
付
手
数
料
　
二
千
円

l

旧
検
定
合
格
者
審
査
申
請
手
数
料
　
四
千
七
百
円
　
　

（二）

別
表
十
の
手
数
料
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
手
数
料
に
つ
い
て
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

る
金
額
を
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

警
備
業
認
定
証
再
交
付
手
数
料
　
　
　
　
　
　
二
千
百
円

二
千
円

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
手
数
料

三
万
七
千
円
　
　
講
習
一
時
間
に
つ
き
千
二
百
円

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
書

二
千
百
円

二
千
円

換
え
手
数
料

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
再

千
九
百
円

千
八
百
円

交
付
手
数
料

機
械
警
備
業
務
管
理
者
資
格
者
証
書
換

二
千
百
円

二
千
円

え
手
数
料

機
械
警
備
業
務
管
理
者
資
格
者
証
再
交

千
九
百
円

千
八
百
円

付
手
数
料

（三）

そ
の
他
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
に
つ
い
て
規
定
の
　

整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

３
　
１
に
つ
い
て
は
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
、
２
に
つ
い
て
は
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
　

質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と

と
し
た
。

○
　
山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
九
十
四
号
）（
税
務
課
）

１
　
県
民
税
の
法
人
税
割
の
税
率
の
特
例
を
適
用
す
る
期
間
を
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延

長
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
九
十
五
号
）（
建
築
指
導

課
）

１
　
建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
の
よ
う
に
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（一）

公
共
事
業
の
施
行
等
に
係
る
特
例
と
し
て
容
積
率
制
限
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
除
外
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
既
存
建
築
物
に
つ
い
て
一
定
の
範
囲
内
で
増
築
等
を
す
る
場
合
等
に
も
、
当
該

規
定
を
適
用
除
外
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

建
築
基
準
法
、
建
築
基
準
法
施
行
令
又
は
山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
施
行
等
の
際
の
措

置
と
し
て
建
ぺ
い
率
制
限
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
除
外
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
既
存
建
築
　

物
に
つ
い
て
大
規
模
の
修
繕
等
を
す
る
場
合
等
に
も
、
当
該
規
定
を
適
用
除
外
と
す
る
こ
と
と
し

た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
九
十
六
号
）（
住
宅

課
）

１
　
公
営
住
宅
法
の
一
部
改
正
に
か
ん
が
み
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（一）

公
営
住
宅
法
の
規
定
に
よ
り
、
市
町
村
又
は
山
梨
県
住
宅
供
給
公
社
に
管
理
を
行
わ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
し
、
そ
の
場
合
に
必
要
な
読
替
え
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

県
営
住
宅
の
名
称
及
び
位
置
を
別
表
で
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

（三）

そ
の
他
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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梨
県
公
報
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年
十
月
二
十
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二



○
　
山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
九
十
七
号
）

（
住
宅
課
）

１
　
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
及
び
共
同
施
設
の
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
管
理
を
図
る
た
め
、
地
方
自
治
法
　

の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
も
の
と
し
、
次
の
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
　

た
。

（一）

指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
の
範
囲

（二）

指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続

（三）

入
居
者
の
選
定
、
同
居
の
承
認
等
の
指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
の
基
準

（四）

事
業
報
告
書
の
作
成
及
び
提
出

２
　
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
の
名
称
及
び
位
置
を
別
表
に
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

３
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し

た
。

４
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
３
に
つ
い
て
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
教
育
委
員
会
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
九
　

十
八
号
）（
教
育
庁
学
術
文
化
財
課
）

１
　
塩
山
市
、
東
山
梨
郡
勝
沼
町
及
び
同
郡
大
和
村
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
甲
州
市
を
設
置
す
　

る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
山
梨
県
文
化
財
保
護
条
例
の
事
務
の
う
ち
、

塩
山
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
事
務
に
つ
い
て
、
甲
州
市
が
処
理
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
　

と
し
た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
拡
声
機
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
九
十
　

九
号
）（
警
察
本
部
警
備
第
一
課
）

１
　
騒
音
計
に
関
す
る
日
本
工
業
規
格
の
変
更
等
に
伴
い
、
暴
騒
音
の
測
定
方
法
に
つ
い
て
規
定
の
整
　

備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

条
　
　
　
例

山
梨
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
条
例
第
八
十
九
号

山
梨
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
条
例

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
及
び
被
用
者
保
険
等
保
険

者
拠
出
金
等
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い

う
。
）
第
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
山
梨
県
調
整
交
付
金
の
交
付
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

（
調
整
交
付
金
の
種
類
）

第
二
条

法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
山
梨
県
調
整
交
付
金
（
以
下
「
調
整
交
付
金
」
と

い
う
。
）
は
、
山
梨
県
普
通
調
整
交
付
金
（
以
下
「
普
通
調
整
交
付
金
」
と
い
う
。
）
及
び
山
梨
県

特
別
調
整
交
付
金
（
以
下
「
特
別
調
整
交
付
金
」
と
い
う
。）
と
す
る
。

（
普
通
調
整
交
付
金
）

第
三
条

普
通
調
整
交
付
金
は
、
政
令
第
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
勘
案
し
て
、
市

町
村
が
行
う
国
民
健
康
保
険
の
財
政
を
調
整
す
る
た
め
、
交
付
す
る
。

（
特
別
調
整
交
付
金
）

第
四
条

特
別
調
整
交
付
金
は
、
政
令
第
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
勘
案
し
て
、
市

町
村
が
行
う
国
民
健
康
保
険
の
財
政
を
調
整
す
る
た
め
、
交
付
す
る
。

（
調
整
交
付
金
の
総
額
）

第
五
条

普
通
調
整
交
付
金
の
総
額
は
、
法
第
七
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
調
整
交
付
金
の
総

額
の
七
分
の
六
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

２
　
特
別
調
整
交
付
金
の
総
額
は
、
法
第
七
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
調
整
交
付
金
の
総
額
の

七
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

３

普
通
調
整
交
付
金
の
総
額
が
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
各
市
町
村
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
額
の
合

計
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
過
額
は
、
特
別
調
整
交
付
金
の
総
額
に
加
算
し
、
同
項
の
規
定
に

よ
り
各
市
町
村
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
額
の
合
計
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
そ
の
不
足
額
は
、
特
別

調
整
交
付
金
の
総
額
を
減
額
し
て
こ
れ
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
七
年
度
分
の
調
整
交
付
金
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
十
七
年
度
分
の
調
整
交
付
金
に
係
る
第
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中

「
法
第
七
十
二
条
の
二
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
国
の
補
助
金
等
の
整
理
及
び
合
理
化
等
に
伴
う
国

民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
五
号
。
次
項
に
お
い
て
「

改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
五
項
」
と
、「
七
分
の
六
」
と
あ
る
の
は
「
五
分
の
四
」
と
、

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
六
十
号
　
　
平
成
十
七
年
十
月
二
十
日

三



同
条
第
二
項
中
「
法
第
七
十
二
条
の
二
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
法
附
則
第
三
条
第
五
項
」
と
、

「
七
分
の
一
」
と
あ
る
の
は
「
五
分
の
一
」
と
す
る
。

山
梨
県
長
期
継
続
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
契
約
を
定
め
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
条
例
第
九
十
号

山
梨
県
長
期
継
続
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
契
約
を
定
め
る
条
例

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
十
七
に
規
定
す
る
条
例

で
定
め
る
契
約
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
印
刷
機
、
複
写
機
、
電
子
計
算
機
及
び
そ
の
関
連
装
置
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
そ
の
他
の
物
品

を
借
り
入
れ
る
契
約
で
、
翌
年
度
以
降
に
わ
た
り
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
商
慣
習
と
な
っ
て
い

る
も
の

二

清
掃
、
建
物
及
び
そ
の
付
属
設
備
の
維
持
管
理
、
廃
棄
物
の
処
理
、
警
備
そ
の
他
の
役
務
の
提

供
を
受
け
る
契
約
で
、
年
間
を
通
じ
て
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
を
要
す
る
も
の

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
条
例
第
九
十
一
号

山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
第
一
項
中
「
上
九
一
色
村
」
を
削
る
。

第
二
条
の
表
第
五
項
中
「
甲
府
市
　
塩
山
市
」
を
「
甲
府
市
」
に
、
「
上
野
原
市
」
を
「
上
野
原
市
　

甲
州
市
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
表
第
六
の
二
項
中
「
甲
府
市
　
塩
山
市
」
を
「
甲
府
市
」
に
、
「
韮
崎
市
」
を
「
韮
崎
市
　

甲
州
市
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
表
第
十
の
二
項
中
「
富
士
吉
田
市
　
塩
山
市
」
を
「
富
士
吉
田
市
」
に
、
「
上
野
原
市
」

を
「
上
野
原
市
　
甲
州
市
」
に
、
「
増
穂
町
」
を
「
中
央
市
　
増
穂
町
」
に
改
め
、
「
田
富
町
」
を
削

る
。第

二
条
の
表
第
十
三
項
及
び
第
十
三
の
二
項
中
「
塩
山
市
　
南
ア
ル
プ
ス
市
」
を
「
南
ア
ル
プ
ス
市
　

甲
州
市
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
表
第
十
五
の
二
項
中
「
上
九
一
色
村
」
を
削
る
。

第
二
条
の
表
第
十
五
の
四
項
中
「
早
川
町
　
田
富
町
」
を
「
中
央
市
　
早
川
町
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
表
第
二
十
五
項
中
「
、
玉
穂
町
」
及
び
「
、
田
富
町
」
を
削
る
。

第
二
条
の
表
第
二
十
八
の
二
項
中
「
上
九
一
色
村
　
身
延
町
」
を
「
身
延
町
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
二
条
の
表
第
十
の
二
項
の
改
正
規
定
（
「
増
穂
町
」
を
「
中
央
市
　
増
穂
町
」
に
改
め
る
部

分
及
び
「
田
富
町
」
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
同
表
第
十
五
の
四
項
及
び
第
二
十
五
項
の

改
正
規
定
　
平
成
十
八
年
二
月
二
十
日
　

二
　
第
二
条
の
表
第
一
項
、
第
十
五
の
二
項
及
び
第
二
十
八
の
二
項
の
改
正
規
定
　
平
成
十
八
年
三

月
一
日

（
処
分
、
申
請
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例

（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
表
第
十
三
項
及
び
第
十
三
の
二
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
事

務
に
係
る
水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
し
た
処
分
そ
の

他
の
行
為
で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
同
法
の
規
定
に
よ
り

知
事
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
で
、
同
日
以
後
に
お
い
て
は
甲
州
市
長
が
管
理
し
、

及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、同
日
以
後
に
お
け
る
同
法
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

甲
州
市
長
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
甲
州
市
長
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と

み
な
す
。

３
　
附
則
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
新
条
例
第
二
条
の
表
第
一
項
及
び
第
十
五
の
二

項
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
上
九
一
色
村
長
が
し
た
処
分
そ

の
他
の
行
為
で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
附
則
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の

日
前
に
当
該
法
律
の
規
定
に
よ
り
上
九
一
色
村
長
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
で
、
同

日
以
後
に
お
い
て
は
知
事
が
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
同
日
以

後
に
お
け
る
当
該
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
知
事
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
知
事
に
対
し

て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
日

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
六
十
号
　
　
平
成
十
七
年
十
月
二
十
日

四



山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
条
例
第
九
十
二
号

山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
二
年

山
梨
県
条
例
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
号
中
「
監
獄
」
を
「
刑
事
施
設
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
十
号
）

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
条
例
第
九
十
三
号

山
梨
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
四
の
一
の
項
中
「
第
五
十
九
条
の
二
第
五
項
（
同
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
「
第
五
十
九
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
中
「
第
五
十
九
条
の
二
第

九
項
（
同
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
「
第
五
十
九
条
第
九
項

」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
中
「
第
五
十
九
条
の
二
第
十
項
（
同
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
「
第
五
十
九
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
の
二
の
項
中
「
第
四
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第
五
条
第
五
項
」
に
、「
二
千
百
円
」
を

「
二
千
円
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
中
「
第
四
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同

表
四
の
項
中
「
第
六
条
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
表
五
の
項
を
削
り
、
同
表
六

の
項
中
「
第
十
一
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
五
の
項
と
し
、

同
表
七
の
項
中
「
第
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
三
万

七
千
円
」
を
「
講
習
一
時
間
に
つ
き
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
六
の
項
と
し
、
同
表
八
の
項

中
「
第
十
一
条
の
三
第
四
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
五
項
」
に
、
「
二
千
百
円
」
を
「
二
千
円
」
に
改

め
、
同
項
を
同
表
七
の
項
と
し
、
同
表
九
の
項
中
「
第
十
一
条
の
三
第
五
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
六

項
」
に
、
「
千
九
百
円
」
を
「
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
八
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
　

よ
う
に
加
え
る
。

九
　
警
備
業
法
第
二
十
二
条
第

現
任
警
備
員
指
導
教
育
責
五
千
円

八
項
の
規
定
に
基
づ
く
警
備

任
者
講
習
手
数
料

員
の
指
導
及
び
教
育
に
関
す

る
講
習

別
表
第
十
の
十
三
の
項
中
「
第
十
一
条
の
六
第
三
項
」
を
「
第
四
十
二
条
第
三
項
」
に
、
「
第
十
一

条
の
三
第
五
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
六
項
」
に
、
「
千
九
百
円
」
を
「
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
項

を
同
表
十
七
の
項
と
し
、
同
表
十
二
の
項
中
「
第
十
一
条
の
六
第
三
項
」
を
「
第
四
十
二
条
第
三
項
」

に
、
「
第
十
一
条
の
三
第
四
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
五
項
」
に
、
「
二
千
百
円
」
を
「
二
千
円
」
に

改
め
、
同
項
を
同
表
十
六
の
項
と
し
、
同
表
十
一
の
項
中
「
第
十
一
条
の
六
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第

四
十
二
条
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
十
五
の
項
と
し
、
同
表
十
の
項
中
「
第
十
一
条
の

六
第
二
項
」
を
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
十
四
の
項
と
し
、
同
表
九
の
項
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

十
　
警
備
業
法
第
二
十
三
条
第

警
備
員
検
定
手
数
料

イ
　
警
備
業
務
の
種
別
（
警
備
業

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
定

法
第
十
八
条
に
規
定
す
る
種
別

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う

ち
、
警
備
業
法
第
二
条
第
一
項

第
一
号
に
掲
げ
る
警
備
業
務
に

係
る
も
の
に
係
る
検
定
を
受
け

よ
う
と
す
る
場
合
　
一
万
六
千

円
ロ
　
警
備
業
務
の
種
別
の
う
ち
、

警
備
業
法
第
二
条
第
一
項
第
二

号
に
掲
げ
る
警
備
業
務
に
係
る

も
の
に
係
る
検
定
（
国
家
公
安

委
員
会
規
則
で
定
め
る
車
両
そ

の
他
の
機
材
を
用
い
て
行
わ
れ

る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
よ

う
と
す
る
場
合

一
万
四
千
円

ハ
　
警
備
業
務
の
種
別
の
う
ち
、

警
備
業
法
第
二
条
第
一
項
第
二

号
に
掲
げ
る
警
備
業
務
に
係
る

も
の
に
係
る
検
定
（
ロ
に
規
定

す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け

よ
う
と
す
る
場
合

一
万
三
千

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
六
十
号
　
　
平
成
十
七
年
十
月
二
十
日

五



円
ニ

警
備
業
務
の
種
別
の
う
ち
、

警
備
業
法
第
二
条
第
一
項
第
三

号
に
掲
げ
る
警
備
業
務
に
係
る

も
の
に
係
る
検
定
を
受
け
よ
う

と
す
る
場
合

一
万
六
千
円

十
一
　
警
備
業
法
第
二
十
三
条

検
定
合
格
証
明
書
交
付
手
一
万
円

第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
合

数
料

格
証
明
書
の
交
付

十
二
　
警
備
業
法
第
二
十
三
条

検
定
合
格
証
明
書
書
換
え
二
千
二
百
円

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

手
数
料

同
法
第
二
十
二
条
第
五
項
の

規
定
に
基
づ
く
合
格
証
明
書

の
書
換
え

十
三
　
警
備
業
法
第
二
十
三
条

検
定
合
格
証
明
書
再
交
付
二
千
円

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

手
数
料

同
法
第
二
十
二
条
第
六
項
の

規
定
に
基
づ
く
合
格
証
明
書

の
再
交
付

別
表
第
十
の
十
七
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

十
八
　
警
備
業
法
の
一
部
を
改

旧
検
定
合
格
者
審
査
申
請
四
千
七
百
円

正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年

手
数
料

法
律
第
五
十
号
）
附
則
第
五

条
の
規
定
に
基
づ
く
旧
検
定

に
合
格
し
た
者
の
審
査
の
申

請
に
対
す
る
審
査

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
四
の
改
正
規
定

は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
十
七
年
法
律
第
四
十
四
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
条
例
第
九
十
四
号

山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
県
税
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
二
条
の
十
一
中
「
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」

に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
条
例
第
九
十
五
号

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
第
三
条
第
二
項
」
の
下
に
「
（
法
第
八
十
六
条
の
九
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
第
百
三
十
七
条
の
五
」

を
「
第
百
三
十
七
条
の
八
」
に
、
「
第
百
三
十
七
条
の
九
」
を
「
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
二
項
」
に

改
め
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５
　
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
一
条
の
六
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物

に
つ
い
て
、
令
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
二
項
に
規
定
す
る
範
囲
内
に
お
い
て
大
規
模
の
修
繕
又
は

大
規
模
の
模
様
替
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
十
一
条
の
六
第
一
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

第
二
十
三
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３
　
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
一
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

な
い
建
築
物
に
つ
い
て
、
令
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
二
項
に
規
定
す
る
範
囲
内
に
お
い
て
大
規
模

の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
十
一
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項

の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
六
十
号
　
　
平
成
十
七
年
十
月
二
十
日

六



平
成
十
七
年
十
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
条
例
第
九
十
六
号

山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
九
年
山
梨
県
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
知
事
が
告
示
す
る
」
を
「
別
表
の
と
お
り
と
す
る
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
中
「
住
宅
・
都
市
整
備
公
団
、
地
方
住
宅
供
給
公
社
」
を
「
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生

機
構
、
山
梨
県
住
宅
供
給
公
社
」
に
改
め
る
。

第
五
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
管
理
の
特
例
）

第
五
十
二
条

知
事
は
、
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
住
宅
又
は
共
同
施
設
の
管
理

を
市
町
村
又
は
山
梨
県
住
宅
供
給
公
社
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
又
は
山
梨
県
住
宅
供
給
公
社
が
県
営
住
宅
又
は
共
同
施
設
の
管
理
を
　

行
う
場
合
に
お
け
る
第
三
章
及
び
第
六
章
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
第
一
項
中
「
知
事
」

と
あ
る
の
は
「
市
町
村
又
は
山
梨
県
住
宅
供
給
公
社
（
以
下
「
管
理
代
行
者
」
と
い
う
。
）
」
と
、

第
五
条
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
七
条
第
四
項
、
第
十
九
条
第
三
項
、
第
二
十
三

条
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
二
条
、
第
四
十
条
第

一
項
並
び
に
第
五
十
条
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
代
行
者
」
と
、
第
八
条
第
二
項
中
「
知
事
」

と
あ
る
の
は
「
市
町
村
長
又
は
山
梨
県
住
宅
供
給
公
社
の
理
事
長
（
以
下
「
管
理
代
行
者
の
長
」

と
い
う
。
）
」
と
、
同
条
第
三
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
、
第
十
一
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び

第
四
項
並
び
に
第
三
十
四
条
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
代
行
者
の
長
」
と
、
第
九
条
第
三
項

中
「
知
事
は
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
代
行
者
の
長
は
」
と
、
「
知
事
が
割
当
て
」
と
あ
る
の
は
「
管

理
代
行
者
の
長
が
割
当
て
」
と
、
第
十
一
条
第
四
項
中
「
被
災
者
等
の
う
ち
」
と
あ
る
の
は
「
被
災

者
等
の
う
ち
知
事
が
」
と
、
第
十
七
条
第
四
項
中
「
認
定
し
、」
と
あ
る
の
は
「
認
定
し
、
知
事
が
」

と
、
第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
知
事
又
は
管
理
代
行
者
」
と
、
第
三
十
四

条
中
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
家

賃
の
決
定
、
第
十
六
条
（
第
十
八
条
第
三
項
、
第
二
十
九
条
第
三
項
又
は
第
三
十
一
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
家
賃
、
金
銭
若
し
く
は
敷
金
の
減
免
若
し
く
は
徴

収
猶
予
、
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
明
渡
し
の
請
求
、
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
あ
っ
せ

ん
等
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
県
営
住
宅
へ
の
入
居
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
明
渡
し
の
請
求
又
は
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
等
」
と
、
第
三
十
九
条
中

「
知
事
に
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
代
行
者
に
」
と
、
「
知
事
が
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
代
行
者
の
長

が
」
と
、
「
知
事
の
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
代
行
者
の
」
と
、
第
四
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中

「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
代
行
者
が
同
項
」
と
す
る
。

附
則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。

別
表
（
第
三
条
関
係
）

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
称

位
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
置

伊
勢
団
地

甲
府
市

貢
川
団
地

甲
府
市

小
瀬
団
地

甲
府
市

塩
部
第
一
団
地

甲
府
市

塩
部
第
二
団
地

甲
府
市

千
塚
北
団
地

甲
府
市

千
塚
西
団
地

甲
府
市

千
塚
南
団
地

甲
府
市

湯
村
団
地

甲
府
市

和
戸
団
地

甲
府
市

新
屋
団
地

富
士
吉
田
市

小
倉
山
団
地

富
士
吉
田
市

寿
団
地

富
士
吉
田
市

富
士
吉
田
団
地

富
士
吉
田
市

熊
井
戸
団
地

都
留
市

権
現
原
団
地

都
留
市
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蒼
竜
峡
団
地

都
留
市

田
野
倉
団
地

都
留
市

谷
村
団
地

都
留
市

東
山
梨
団
地

山
梨
市

東
山
梨
ぬ
く
も
り
団
地

山
梨
市

石
動
団
地

大
月
市

大
月
団
地

大
月
市

富
浜
団
地

大
月
市

旭
団
地

韮
崎
市

岩
下
団
地

韮
崎
市

韮
崎
団
地

韮
崎
市

韮
崎
西
団
地

韮
崎
市

韮
崎
東
団
地

韮
崎
市

韮
崎
穂
坂
団
地

韮
崎
市

若
尾
団
地

韮
崎
市

神
ノ
木
団
地

南
ア
ル
プ
ス
市

櫛
形
団
地

南
ア
ル
プ
ス
市

櫛
形
小
笠
原
団
地

南
ア
ル
プ
ス
市

甲
西
団
地

南
ア
ル
プ
ス
市

下
高
砂
団
地

南
ア
ル
プ
ス
市

白
根
団
地

南
ア
ル
プ
ス
市

田
島
団
地

南
ア
ル
プ
ス
市

八
田
団
地

南
ア
ル
プ
ス
市

八
田
第
二
団
地

南
ア
ル
プ
ス
市

八
田
第
三
団
地

南
ア
ル
プ
ス
市

福
祉
村
団
地

南
ア
ル
プ
ス
市

南
美
台
団
地

南
ア
ル
プ
ス
市

豊
団
地

南
ア
ル
プ
ス
市

若
草
下
今
井
団
地

南
ア
ル
プ
ス
市

明
野
つ
つ
じ
ヶ
丘
団
地

北
杜
市

小
淵
沢
団
地

北
杜
市

高
根
団
地

北
杜
市

高
根
南
団
地

北
杜
市

長
坂
団
地

北
杜
市

白
州
団
地

北
杜
市

日
野
春
団
地

北
杜
市

牧
原
団
地

北
杜
市
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武
川
団
地

北
杜
市

玉
川
団
地

甲
斐
市

双
葉
団
地

甲
斐
市

双
葉
響
が
丘
団
地

甲
斐
市

石
和
団
地

笛
吹
市

一
宮
団
地

笛
吹
市

大
坪
団
地

笛
吹
市

御
坂
団
地

笛
吹
市

八
代
団
地

笛
吹
市

上
野
原
団
地

上
野
原
市

粟
生
野
団
地

甲
州
市

塩
山
団
地

甲
州
市

塩
山
熊
野
団
地

甲
州
市

勝
沼
下
岩
崎
団
地

甲
州
市

上
井
尻
団
地

甲
州
市

ぶ
ど
う
の
里
団
地

甲
州
市

山
王
団
地

中
央
市

田
富
団
地

中
央
市

田
富
釜
無
団
地

中
央
市

東
花
輪
団
地

中
央
市

岩
間
平
団
地

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町

富
士
見
団
地

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町

三
珠
団
地

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町

六
郷
団
地

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町

青
柳
団
地

南
巨
摩
郡
増
穂
町

青
柳
第
二
団
地

南
巨
摩
郡
増
穂
町

増
穂
団
地

南
巨
摩
郡
増
穂
町

増
穂
天
神
団
地

南
巨
摩
郡
増
穂
町

鰍
沢
団
地

南
巨
摩
郡
鰍
沢
町

鰍
沢
北
部
団
地

南
巨
摩
郡
鰍
沢
町

久
那
土
団
地

南
巨
摩
郡
身
延
町

下
田
原
団
地

南
巨
摩
郡
身
延
町

下
部
団
地

南
巨
摩
郡
身
延
町

中
富
団
地

南
巨
摩
郡
身
延
町

身
延
団
地

南
巨
摩
郡
身
延
町

身
延
第
二
団
地

南
巨
摩
郡
身
延
町

富
沢
団
地

南
巨
摩
郡
南
部
町

南
部
南
光
平
団
地

南
巨
摩
郡
南
部
町
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常
永
団
地

中
巨
摩
郡
昭
和
町

西
桂
団
地

南
都
留
郡
西
桂
町

河
口
湖
団
地

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町

河
口
湖
小
立
団
地

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
条
例
第
九
十
七
号

山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
七
年
山
梨
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
知
事
が
告
示
す
る
」
を
「
別
表
の
と
お
り
と
す
る
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
を
第
三
十
七
条
と
し
、
第
三
十
三
条
を
第
三
十
六
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を

加
え
る
。

（
事
業
報
告
書
の
作
成
及
び
提
出
）

第
三
十
五
条

指
定
管
理
者
は
、
毎
年
度
終
了
後
二
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
事
業

報
告
書
を
作
成
し
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
年
度
の
途
中
に
お
い
て
指
定

管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
取
り
消
さ
れ
た
日
か
ら
二
月
以
内
に
当

該
年
度
の
当
該
日
ま
で
の
事
業
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
施
の
状
況

二
　
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
及
び
共
同
施
設
の
管
理
の
業
務
に
係
る
収
支
の
状
況

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
及
び
共
同
施
設
の
管
理
の
状
況
を
把
握

す
る
た
め
に
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

第
三
十
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
を
削
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
知
事
」
を
「
指
定
管
理
者
」
に
、「
こ
と
が
で
き
る
」
を
「
も
の
と
す
る
」

に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
三
条
か
ら
第
三
十
一
条
」
に

改
め
、
同
条
を
第
三
十
四
条
と
す
る
。

第
二
十
八
条
中
「
知
事
」
を
「
指
定
管
理
者
」
に
改
め
、
「
指
定
す
る
者
」
の
下
に
「
の
当
該
特
定

公
共
賃
貸
住
宅
の
維
持
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
」
を
加
え
、
同
条
を
第
三
十
三
条
と
す
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
前
条
の
規
定
に
よ
り
同
居
の
承
認
を
得
た
者
で
知
事
が
特
別
の
事
情
が
あ

る
と
認
め
る
も
の
」
を
「
第
二
十
九
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
同
居
の
承
認
を
得
た
者
」
に
、

「
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
」
を
「
指
定
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

３
　
指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
入
居
者
と
同
居
し
て
い
た
期
間
が
一

年
に
満
た
な
い
場
合
（
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
入
居
者
の
入
居
時
か
ら
引
き
続
き

同
居
し
て
い
る
親
族
で
あ
る
場
合
を
除
く
。）
は
、
同
項
の
承
認
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
十
七
条
を
第
三
十
二
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
世
帯
員
異
動
の
届
出)

第
三
十
条

入
居
者
は
、
出
生
、
死
亡
又
は
転
出
に
よ
り
入
居
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
が
異
動

し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
指
定
管
理
者
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
入
居
者
の
氏
名
変
更
の
届
出
）

第
三
十
一
条

入
居
者
は
、
婚
姻
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
そ
の
氏
名
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

指
定
管
理
者
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
六
条
中
「
知
事
」
を
「
指
定
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
　
指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
同
居
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
が
入
居
者
の
親
族
で
な
い
場
合
は
、
同
項
の

承
認
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
入
居
者
が
病
気
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
特
別
の
事
情

に
よ
り
親
族
以
外
の
者
を
同
居
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

第
二
十
六
条
を
第
二
十
九
条
と
す
る
。

第
二
十
五
条
中
「
知
事
」
を
「
指
定
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
八
条
と
す
る
。

第
二
十
四
条
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
そ
の
一
部
を
知
事
が
定
め
る
用
途
に
併
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
指
定
管
理
者
の
承
認

を
得
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
十
四
条
を
第
二
十
七
条
と
し
、
第
二
十
三
条
を
第
二
十
六
条
と
す
る
。

第
二
十
二
条
中
「
知
事
」
を
「
指
定
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
五
条
と
し
、
第
十
九
条
か

ら
第
二
十
一
条
ま
で
を
三
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
県
」
を
「
県
又
は
指
定
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
知
事
の
指
示

に
従
い
、」
を
削
り
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
第
十
七
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
第
十
四
条
」
を
「
第
十
七
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
三
条
」
を
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「
第
十
六
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
し
、
第
十
四
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
十
四
条
第
二
項
」
に
、「
第
二
十
八
条
」
を

「
第
三
十
四
条
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
十
八
条
」
を
「
第
三
十
三
条
」
に
、「
知
事
」
を

「
指
定
管
理
者
」
に
改
め
、「
認
定
し
、」
の
下
に
「
及
び
知
事
が
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
六
条
と
し
、

第
十
二
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
十
七
条
」
を
「
第
二
十
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
知
事
」

を
「
指
定
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
知
事
」
を
「
指
定
管
理
者
」
に
改
め
、「
入
居
決
定

者
が
」
の
下
に
「
正
当
な
事
由
に
よ
ら
な
い
で
」
を
加
え
、「
こ
と
が
で
き
る
」
を
「
も
の
と
す
る
」

に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
知
事
」
を
「
指
定
管
理
者
」
に
改
め
、「
ほ
か
に
」
の
下
に
「
抽
選
に
よ
り
」

を
加
え
、「
こ
と
が
で
き
る
」
を
「
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
知
事
」
を
「
指
定
管

理
者
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
九
条
中
「
知
事
」
を
「
指
定
管
理
者
」
に
改
め
、「
規
定
に
よ
り
」
の
下
に
「
知
事
が
定
め
る
戸

数
に
つ
い
て
」
を
加
え
、「
こ
と
が
で
き
る
」
を
「
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す

る
。第

八
条
中
「
知
事
」
を
「
指
定
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
」
を
「
指
定
管
理
者
に
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
知
事
」
を
「
指
定
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
二
十
七
条
」
を
「
第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
二
条
」
に
改
め
、
同
条

を
第
九
条
と
す
る
。

第
五
条
中
「
知
事
」
を
「
指
定
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
知
事
」
を
「
指
定
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第
四
条

知
事
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
が
指
定
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）

に
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
及
び
共
同
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
の
範
囲
）

第
五
条

指
定
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
第
七
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
入
居
者
の
決
定
そ
の
他
の
入
居
に
関
す
る
行
為
に

関
す
る
業
務

二
　
第
二
十
五
条
、
第
三
十
条
及
び
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
長
期
の
不
在
の
届
出
そ
の
他
の
届

出
の
受
理
に
関
す
る
業
務

三
　
第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
及
び
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
用
途
の
変
更
の
承
認
そ

の
他
の
承
認
に
関
す
る
業
務

四
　
第
十
六
条
第
四
項
、
第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
明
渡
し
の
請
求
そ
の
他
の

明
渡
し
に
関
す
る
行
為
に
関
す
る
業
務

五
　
施
設
及
び
設
備
器
具
の
維
持
保
全
に
関
す
る
業
務

六
　
家
賃
の
納
付
の
促
進
に
関
す
る
業
務

七
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
業
務

（
指
定
の
手
続
）

第
六
条

指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請

書
に
事
業
計
画
書
そ
の
他
の
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
が
定
め
る
日
ま
で
に
知
事
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
り
指

定
管
理
者
の
候
補
者
を
選
定
し
、
議
会
の
議
決
を
経
て
指
定
管
理
者
に
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
事
業
計
画
の
内
容
が
、
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
及
び
共
同
施
設
の
効
用
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
事
業
計
画
の
内
容
が
、
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
及
び
共
同
施
設
の
適
正
か
つ
効
率
的
な
管
理
を
図

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
事
業
計
画
の
内
容
が
、
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
及
び
共
同
施
設
の
平
等
な
利
用
を
確
保
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
事
業
計
画
に
沿
っ
た
管
理
を
安
定
し
て
行
う
た
め
に
必
要
な
人
的
能
力
及
び
経
理
的
基
礎
を
有

し
て
い
る
こ
と
。

附
則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。

別
表
（
第
三
条
関
係
）

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
称

位
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
置

塩
部
第
一
団
地

甲
府
市

塩
部
第
二
団
地

甲
府
市

和
戸
団
地

甲
府
市

東
山
梨
ぬ
く
も
り
団
地

山
梨
市

韮
崎
穂
坂
団
地

韮
崎
市

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
六
十
号
　
　
平
成
十
七
年
十
月
二
十
日

一
一



櫛
形
小
笠
原
団
地

南
ア
ル
プ
ス
市

若
草
下
今
井
団
地

南
ア
ル
プ
ス
市

高
根
南
団
地

北
杜
市

塩
山
熊
野
団
地

甲
州
市

勝
沼
下
岩
崎
団
地

甲
州
市

鰍
沢
北
部
団
地

南
巨
摩
郡
鰍
沢
町

富
沢
団
地

南
巨
摩
郡
南
部
町

河
口
湖
小
立
団
地

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に

お
い
て
も
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
（
次
項

及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
及
び
第
六
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
特
定

公
共
賃
貸
住
宅
及
び
共
同
施
設
の
管
理
に
関
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理

条
例
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
し
た
入

居
の
決
定
そ
の
他
の
行
為
で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
施
行
日
前
に
旧
条
例
の
規
定
に
よ

り
知
事
に
対
し
て
な
さ
れ
た
入
居
の
申
込
み
そ
の
他
の
行
為
で
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
指
定
管
理

者
に
対
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
行
為
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
け
る
新
条
例
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
指
定
管
理
者
の
し
た
入
居
の
決
定
そ
の
他
の
行
為
又
は
指
定
管
理
者
に
対
し

て
な
さ
れ
た
入
居
の
申
込
み
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

４
　
施
行
日
前
に
旧
条
例
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
長
期
不
在
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

さ
れ
て
い
る
事
項
で
、
施
行
日
前
に
そ
の
届
出
が
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
以

後
は
、
こ
れ
を
、
新
条
例
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
長
期
不
在
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
そ
の
手
続
が
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
新
条
例
の
規
定
を
適

用
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
十
七
年
十
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
条
例
第
九
十
八
号

山
梨
県
教
育
委
員
会
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
教
育
委
員
会
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
三
の
項
中
「
富
士
吉
田
市
　
塩
山
市
」
を
「
富
士
吉
田
市
」
に
、
「
甲
斐
市
」
を
「
甲

斐
市
　
甲
州
市
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
教
育
委
員
会
の
事
務
処
理
の
特
例
に

関
す
る
条
例
第
二
条
の
表
三
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
山
梨
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和

三
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
九
号
）
及
び
同
条
例
の
施
行
の
た
め
の
教
育
委
員
会
規
則
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
条
例
等
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為

で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
条
例
等
の
規
定
に
よ
り
教
育
委

員
会
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
で
、
同
日
以
後
に
お
い
て
は
甲
州
市
教
育
委
員
会
が

管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
同
日
以
後
に
お
け
る
条
例
等
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
甲
州
市
教
育
委
員
会
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
甲
州
市
教
育
委
員
会
に
対
し

て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

山
梨
県
拡
声
機
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
条
例
第
九
十
九
号

山
梨
県
拡
声
機
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
六
十
号
　
　
平
成
十
七
年
十
月
二
十
日

一
二



山
梨
県
拡
声
機
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
平
成
五
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
備
考
１
中
「
日
本
工
業
規
格
Ｃ
一
五
〇
二
に
定
め
る
普
通
騒
音
計
、
日
本
工
業
規
格
Ｃ
一
五
〇

五
に
定
め
る
精
密
騒
音
計
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
性
能
を
持
つ
測
定
器
」
を
「
計
量
法
（
平
成
四

年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
七
十
一
条
の
条
件
に
合
格
し
た
騒
音
計
」
に
、
「
Ａ
特
性
」
を
「
Ａ
特
性
の

周
波
数
補
正
回
路
を
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
六
十
号
　
　
平
成
十
七
年
十
月
二
十
日

一
三



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
六
十
号
　
　
平
成
十
七
年
十
月
二
十
日

一
四


